
 

 

当院では、院内トリアージ体制を整えている保険医療機関として、以下

の院内トリアージ基準に基づき対応をしています。 

 

安心・安全に治療を継続するために、以下の体制を整備しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年４月１日 沼津市立病院長 

院内トリアージ実施料に係る施設基準届出掲示事項 

－ 患者様へ － 

救命救急センターの診察について 
 

医師、看護師の判断（トリアージ）により、診療の 

順番を決定させていただくことがあります。 

優先的に診察させていただく患者は下記の通り 

です。 
 

  １ 救急搬送患者 

２ 重症度並びに緊急度 高い患者 

３ 重症度並びに緊急度 中程度の患者 

４ 重症度並びに緊急度 軽症の患者 
 

ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。 


